
【例1】　16歳未満の扶養の場合
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【例2】　一般扶養（16歳～18歳および23歳～69歳）の場合…控除額の合計は変わりません。

加算部分
23万円 加算部分

23万円

扶養控除
33万円

扶養控除
33万円33万円 特別障害者控除 33万円 特別障害者控除

30万円 30万円

（改正前）
控除額の合計86万円

（改正前）
控除額の合計86万円

（改正前） （改正後）
控除額の合計86万円 控除額の合計53万円


